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○液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について 新旧対照表

改 正 案 現 行

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について 別添５ 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令及び液化石油ガスの保安の確保及 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令及び液化石油ガスの保安の確保及

び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成２８年経済産業省令 び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成２８年経済産業省令

第４号）により、液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令（昭和４３年通商 第４号）により、液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令（昭和４３年通商

産業省令第２３号。以下「省令」という。）別表第３（第１１条、第１３条関係）の改 産業省令第２３号。以下「省令」という。）別表第３（第１１条、第１３条関係）の改

正を行った。これにより、技術的根拠に基づいて液化石油ガス器具等が同表に示す性能 正を行った。これにより、技術的根拠に基づいて液化石油ガス器具等が同表に示す性能

を満たす場合は、技術上の基準に適合することとなる。以下の表は、省令の別表第３ を満たす場合は、技術上の基準に適合することとなる。以下の表は、省令の別表第３

（第１１条、第１３条関係）に示す性能を満たす技術的内容の例を参考までに示したも （第１１条、第１３条関係）に示す性能を満たす技術的内容の例を参考までに示したも

のである。 のである。

別表第３（第１１条、第１３条関係）に示す性能を満たす技術的内容の例 別表第３（第１１条、第１３条関係）に示す性能を満たす技術的内容の例 （備考）

液化石油ガス器 技 術 上 の 基 準 液化石油ガス器 技 術 上 の 基 準

具等の区分 具等の区分

カートリッジガ （略） カートリッジガ （略）

スこんろ スこんろ

半密閉式瞬間湯 （略） 半密閉式瞬間湯 （略）

沸器 沸器

半密閉式バーナ （略） 半密閉式バーナ （略）

ー付ふろがま ー付ふろがま
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ふろがま （略） ふろがま （略）

ふろバーナー （略） ふろバーナー （略）

半密閉式ストー （略） 半密閉式ストー （略）

ブ ブ

ガス栓 （略） ガス栓 （略）

調整器 （略） 調整器 （略）

一般ガスこ （略） 一般ガスこ （略）

んろ んろ

開放式若しくは （略） 開放式若しくは （略）

密閉式又は屋外 密閉式又は屋外

式瞬間湯沸器 式瞬間湯沸器

高圧ホース （略） 高圧ホース （略）

密閉式又は屋外 （略） 密閉式又は屋外 （略）

式バーナー付ふ 式バーナー付ふ

ろがま ろがま

開放式若しくは １ 液化石油ガスの取入部からバーナーまでの液化石油ガスの通る部 開放式若しくは １ 液化石油ガスの取入部からバーナーまでの液化石油ガスの通る部

密閉式又は屋外 分（ダイヤフラム、パッキン類、シール材その他の気密保持部材は 密閉式又は屋外 分（ダイヤフラム、パッキン類、シール材その他の気密保持部材は

式ストーブ 除く。）、熱交換部及び空気調節器は、温度５００度において溶融 式ストーブ 除く。）、熱交換部及び空気調節器は、温度５００度において溶融

しないこと。ただし、液化石油ガスの取入部が技術的内容の欄の２ しないこと。ただし、液化石油ガスの取入部が技術的内容の欄の２

３の図１又は図２の形状のものの液化石油ガスの取入部について ３の図１又は図２の形状のものの液化石油ガスの取入部について

は、温度３５０度において溶融しないこと。 は、温度３５０度において溶融しないこと。
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２ 液化石油ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器、排ガスの通る ２ 液化石油ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器、排ガスの通る

部分、密閉式のものの給排気部及び屋外式のもののケーシングは、 部分、密閉式のものの給排気部及び屋外式のもののケーシングは、

日本工業規格Ｓ２０９２（２０１０）家庭用ガス燃焼機器の構造通 日本工業規格Ｓ２０９２（２０１０）家庭用ガス燃焼機器の構造通

則の表５耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しく 則の表５耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しく

はこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した はこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した

金属で製造されていること。 金属で製造されていること。

３ ほうろうで耐食表面処理されたメーンバーナーにあっては、衝撃 ３ ほうろうで耐食表面処理されたメーンバーナーにあっては、衝撃

に耐えること。 に耐えること。

４ 液化石油ガスの通る部分に使用されるシール材、パッキン類、弁 ４ 液化石油ガスの通る部分に使用されるシール材、パッキン類、弁

及びダイヤフラムは、液化石油ガスに侵されないものであること。 及びダイヤフラムは、液化石油ガスに侵されないものであること。

５ 乾電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行うものにあって ５ 乾電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行うものにあって

は、通常の点火操作を１０回繰り返したとき８回以上点火し、か は、通常の点火操作を１０回繰り返したとき８回以上点火し、か

つ、連続して点火しないことがないこと。 つ、連続して点火しないことがないこと。

６ 点火動作が自動的に行われるもの又は点火動作が自動的に行われ ６ 点火動作が自動的に行われるもの又は点火動作が自動的に行われ

ないものでパイロットバーナーを有しないものにあっては、通常の ないものでパイロットバーナーを有しないものにあっては、通常の

使用状態（試験室の温度が５度から３５度の間の状態をいう。以下 使用状態（試験室の温度が５度から３５度の間の状態をいう。以下

開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブの項において同じ。）に 開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブの項において同じ。）に

おいて点火したとき、爆発的に点火しないこと。 おいて点火したとき、爆発的に点火しないこと。

７ 放電装置を用いて点火を行うものにあっては、次に掲げる基準に ７ 放電装置を用いて点火を行うものにあっては、次に掲げる基準に

適合すること。 適合すること。

（１）通常の使用状態において、電極部に常時黄炎が触れないもの （１）通常の使用状態において、電極部に常時黄炎が触れないもの

であること。 であること。

（２）放電装置から電極までの電気配線は、絶縁抵抗が５０メグオ （２）放電装置から電極までの電気配線は、絶縁抵抗が５０メグオ

ーム以上ある絶縁物により被覆されていること。ただし、容易 ーム以上ある絶縁物により被覆されていること。ただし、容易

に人の手が触れるおそれのない部分の電気配線については、非 に人の手が触れるおそれのない部分の電気配線については、非

充電金属部との間に電極間隙以上の距離が保持されていれば足 充電金属部との間に電極間隙以上の距離が保持されていれば足

りる。 りる。

（３）電極は、位置及び電極間隙が容易に変化しないように固定さ （３）電極は、位置及び電極間隙が容易に変化しないように固定さ

れていること。 れていること。

８ 通常の使用状態において、メーンバーナーへの着火操作を行った ８ 通常の使用状態において、メーンバーナーへの着火操作を行った
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とき、次に掲げる基準に適合すること。 とき、次に掲げる基準に適合すること。

（１）確実に着火し、かつ、爆発的に着火しないこと。 （１）確実に着火し、かつ、爆発的に着火しないこと。

（２）１点に着火した後、４秒以内にすべての炎口に着火するこ （２）１点に着火した後、４秒以内にすべての炎口に着火するこ

と。 と。

９ 立ち消え安全装置を有すること。 ９ 立ち消え安全装置を有すること。

１０ 立ち消え安全装置は、炎の検出部が機能しなかったとき、バー １０ 立ち消え安全装置は、炎の検出部が機能しなかったとき、バー

ナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。 ナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。

１１ 立ち消え安全装置（再点火型立ち消え安全装置を除く。）は、 １１ 立ち消え安全装置（再点火型立ち消え安全装置を除く。）は、

次に掲げる基準に適合すること。 次に掲げる基準に適合すること。

（１）パイロットバーナー等に点火しなかった時及びバーナーが消 （１）パイロットバーナー等に点火しなかった時及びバーナーが消

火した時から２．５分以内に閉弁すること。 火した時から２．５分以内に閉弁すること。

（２）密閉式のもののうち強制給排気式のものにあっては、バーナ （２）密閉式のもののうち強制給排気式のものにあっては、バーナ

ーが消火した後、再び点火操作をしたとき爆発的に点火しない ーが消火した後、再び点火操作をしたとき爆発的に点火しない

こと。 こと。

１２ 再点火型立ち消え安全装置は、次に掲げる基準に適合するこ １２ 再点火型立ち消え安全装置は、次に掲げる基準に適合するこ

と。 と。

（１）バーナーが消火したとき、パイロットバーナー等に爆発的に （１）バーナーが消火したとき、パイロットバーナー等に爆発的に

再点火しないこと。 再点火しないこと。

（２）パイロットバーナー等に再点火しなかった場合には、点火操 （２）パイロットバーナー等に再点火しなかった場合には、点火操

作をした時から１分以内に閉弁すること。 作をした時から１分以内に閉弁すること。

（３）バーナーが消火した場合には、バーナーが消火した時から１ （３）バーナーが消火した場合には、バーナーが消火した時から１

分以内に閉弁すること。 分以内に閉弁すること。

１３ 交流電源を使用するものであって、停電の際パイロットバーナ １３ 交流電源を使用するものであって、停電の際パイロットバーナ

ー等の炎が消えるものにあっては、再び通電したとき、バーナーへ ー等の炎が消えるものにあっては、再び通電したとき、バーナーへ

の液化石油ガスの通路が自動的に開かないこと又はパイロットバー の液化石油ガスの通路が自動的に開かないこと又はパイロットバー

ナー等に再び自動的に点火すること。 ナー等に再び自動的に点火すること。

１４ 開放式のものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。 １４ 開放式のものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。

（１）技術的内容の欄の３５の規定により表示された液化石油ガス （１）技術的内容の欄の３５の規定により表示された液化石油ガス

消費量（以下開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブの項に 消費量（以下開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブの項に

おいて「表示液化石油ガス消費量」という。）が７キロワット おいて「表示液化石油ガス消費量」という。）が７キロワット
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以下であること。 以下であること。

（２）不完全燃焼を防止する機能であって、次のイ及びロに掲げる （２）不完全燃焼を防止する機能であって、次のイ及びロに掲げる

機能（以下開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブの項にお 機能（以下開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブの項にお

いて「不完全燃焼防止機能」という。）を有すること。また、 いて「不完全燃焼防止機能」という。）を有すること。また、

当該機能に係る装置は、ハ及びニに掲げる基準に適合するこ 当該機能に係る装置は、ハ及びニに掲げる基準に適合するこ

と。 と。

イ 機器の周囲の酸素濃度が低下したとき、燃焼ガス中の一酸化 イ 機器の周囲の酸素濃度が低下したとき、燃焼ガス中の一酸化

炭素濃度が０．０５パーセント以下でバーナーへの液化石油ガ 炭素濃度が０．０５パーセント以下でバーナーへの液化石油ガ

スの通路を自動的に閉ざすこと。 スの通路を自動的に閉ざすこと。

ロ メーンバーナーの一次空気吸引口が閉塞して燃焼ガス中の一 ロ メーンバーナーの一次空気吸引口が閉塞して燃焼ガス中の一

酸化炭素濃度が０．０５パーセント以上になる状態において、 酸化炭素濃度が０．０５パーセント以上になる状態において、

バーナーに点火したときから９０秒以内にバーナーへの液化石 バーナーに点火したときから９０秒以内にバーナーへの液化石

油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。 油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。

ハ 装置が正常に機能しなかったとき、バーナーへの液化石油ガ ハ 装置が正常に機能しなかったとき、バーナーへの液化石油ガ

スの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、当該装置は容易 スの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、当該装置は容易

に改造できない構造であること。 に改造できない構造であること。

ニ 強制対流型のものにあっては装置が作動したことを知らせる ニ 強制対流型のものにあっては装置が作動したことを知らせる

機能を有すること。 機能を有すること。

１５ 密閉式のものの給排気部は、気密性を有すること。 １５ 密閉式のものの給排気部は、気密性を有すること。

１６ 密閉式のもののうち外壁用のもの及び屋外式のものにあって １６ 密閉式のもののうち外壁用のもの及び屋外式のものにあって

は、通常の使用状態において散水したとき、次に掲げる基準に適合 は、通常の使用状態において散水したとき、次に掲げる基準に適合

すること。 すること。

（１）散水中、バーナーが消火しないこと。 （１）散水中、バーナーが消火しないこと。

（２）乾電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行うものにあ （２）乾電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行うものにあ

っては、散水終了後、技術的内容の欄の５に定める基準に適合 っては、散水終了後、技術的内容の欄の５に定める基準に適合

すること。 すること。

（３）交流電源を使用するものの充電部と非充電金属部との間は、 （３）交流電源を使用するものの充電部と非充電金属部との間は、

散水終了後、１メグオーム以上の絶縁抵抗を有すること。 散水終了後、１メグオーム以上の絶縁抵抗を有すること。

１７ 密閉式のもののうち外壁用のものの給排気筒トップ及び屋外式 １７ 密閉式のもののうち外壁用のものの給排気筒トップ及び屋外式

のもののケーシングは、鳥等の異物が入らない措置が講じられてい のもののケーシングは、鳥等の異物が入らない措置が講じられてい
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ること。 ること。

１８ 通常の使用状態において、次の表の事項の欄に掲げる事項が同 １８ 通常の使用状態において、次の表の事項の欄に掲げる事項が同

表の基準の欄に掲げる基準に適合すること。 表の基準の欄に掲げる基準に適合すること。

事項 基準 事項 基準

リフティング ないこと。 リフティング ないこと。

消火 ないこと。 消火 ないこと。

逆火 ないこと。 逆火 ないこと。

すすの発生 黄炎の熱交換部への接触及びす すすの発生 黄炎の熱交換部への接触及びす

すの発生がないこと。 すの発生がないこと。

燃焼ガス中の一酸化炭素濃度 開放式のものにあっては、０． 燃焼ガス中の一酸化炭素濃度 開放式のものにあっては、０．

０３パーセント以下であるこ ０３パーセント以下であるこ

と。 と。

密閉式又は屋外式のものにあっ 密閉式又は屋外式のものにあっ

ては、０．１４パーセント以下 ては、０．１４パーセント以下

であること。 であること。

（注）開放式のものにあっては、液化石油ガス量が最小になる状態 （注）開放式のものにあっては、液化石油ガス量が最小になる状態

においても上表の基準の欄に掲げる基準に適合すること。 においても上表の基準の欄に掲げる基準に適合すること。

１９ 密閉式のもののうち共用給排気筒用のもの以外のものにあって １９ 密閉式のもののうち共用給排気筒用のもの以外のものにあって

は、通常の使用状態において、次に掲げる基準に適合すること。 は、通常の使用状態において、次に掲げる基準に適合すること。

（１）給排気筒トップに風速１５メートル毎秒以下（チャンバー用 （１）給排気筒トップに風速１５メートル毎秒以下（チャンバー用

のものにあっては、風速１０メートル毎秒以下）の風を受けた のものにあっては、風速１０メートル毎秒以下）の風を受けた

とき、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。 とき、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。

（２）給排気筒トップに風速５メートル毎秒の風を受けたとき、燃 （２）給排気筒トップに風速５メートル毎秒の風を受けたとき、燃
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焼ガス中の一酸化炭素濃度が０．２８パーセント以下であるこ 焼ガス中の一酸化炭素濃度が０．２８パーセント以下であるこ

と。 と。

２０ 密閉式のもののうち共用給排気筒用のものにあっては、通常の ２０ 密閉式のもののうち共用給排気筒用のものにあっては、通常の

使用状態において、風速１メートル毎秒以下の降下風を受けたと 使用状態において、風速１メートル毎秒以下の降下風を受けたと

き、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。 き、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。

２１ 屋外式のものにあっては、通常の使用状態において、給気部及 ２１ 屋外式のものにあっては、通常の使用状態において、給気部及

び排気部に風速１５メートル毎秒以下の風を受けたとき、消火、逆 び排気部に風速１５メートル毎秒以下の風を受けたとき、消火、逆

火又は炎のあふれがないこと。 火又は炎のあふれがないこと。

２２ 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超え ２２ 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超え

ないこと。なお、強制対流型のもので停電の際メーンバーナーへの ないこと。なお、強制対流型のもので停電の際メーンバーナーへの

液化石油ガスの通路が閉ざされる構造のもの以外のものにあって 液化石油ガスの通路が閉ざされる構造のもの以外のものにあって

は、停電の際においても同様とする。 は、停電の際においても同様とする。

（１）次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあっては、試験室 （１）次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあっては、試験室

の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度 の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度

測定箇所 温度 測定箇所 温度

（単位 度） （単位 度）

乾電池の表面 ２０ 乾電池の表面 ２０

つまみ類 つまみ類

金属の部分 ２５ 金属の部分 ２５

その他の部分 ３５ その他の部分 ３５

手の触れるおそれのある部分（つまみ類 １０５ 手の触れるおそれのある部分（つまみ類 １０５

及び排ガス排出部を除く。）の表面 及び排ガス排出部を除く。）の表面

液化石油ガスの取入部（ねじにより管と ２０ 液化石油ガスの取入部（ねじにより管と ２０

接続されるものを除く。）の表面 接続されるものを除く。）の表面
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機器の下面（つり下げ型のものにあって ６５ 機器の下面（つり下げ型のものにあって ６５

は、上面）、背面及び側面に面した木壁 は、上面）、背面及び側面に面した木壁

の表面 の表面

壁貫通部の表面 ６５ 壁貫通部の表面 ６５

（２）液化石油ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあって （２）液化石油ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあって

は試験室の温度に５０度を加えた温度、器具ガバナーの表面に は試験室の温度に５０度を加えた温度、器具ガバナーの表面に

あっては試験室の温度に３５度を加えた温度 あっては試験室の温度に３５度を加えた温度

ただし、次の基準に適合する場合には、これらの温度を超え ただし、次の基準に適合する場合には、これらの温度を超え

ることを妨げない。 ることを妨げない。

イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業規格Ｓ２０９３ イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業規格Ｓ２０９３

（２０１０）家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表１６機能部品 （２０１０）家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表１６機能部品

の耐熱試験の１ガス閉止弁（器具栓を含む。）に定める規格に の耐熱試験の１ガス閉止弁（器具栓を含む。）に定める規格に

適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障がなく、か 適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障がなく、か

つ、技術的内容の欄の２６（４）（器具栓にあっては、技術的 つ、技術的内容の欄の２６（４）（器具栓にあっては、技術的

内容の欄の２６（３））に定める基準に適合すること。 内容の欄の２６（３））に定める基準に適合すること。

ロ 点火ユニットについては、日本工業規格Ｓ２０９３（２０１ ロ 点火ユニットについては、日本工業規格Ｓ２０９３（２０１

０）家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表１６機能部品の耐熱試 ０）家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表１６機能部品の耐熱試

験の２点火ユニット（圧電素子ユニットを含む。）に定める規 験の２点火ユニット（圧電素子ユニットを含む。）に定める規

格に適合する方法により試験を行い、変形及び変色がなく、か 格に適合する方法により試験を行い、変形及び変色がなく、か

つ、技術的内容の欄の５に定める基準に適合すること。 つ、技術的内容の欄の５に定める基準に適合すること。

ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格Ｓ２０９３（２０１ ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格Ｓ２０９３（２０１

０）家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表１６機能部品の耐熱試 ０）家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表１６機能部品の耐熱試

験の３器具ガバナに定める規格に適合する方法により試験を行 験の３器具ガバナに定める規格に適合する方法により試験を行

い、耐熱試験の前後における調整圧力の変化が試験前の調整圧 い、耐熱試験の前後における調整圧力の変化が試験前の調整圧

力の５パーセントに３０パスカルを加えた値以下であること。 力の５パーセントに３０パスカルを加えた値以下であること。

２３ 液化石油ガスの取入部がねじにより管と接続されるもの以外の ２３ 液化石油ガスの取入部がねじにより管と接続されるもの以外の

ものにあっては、液化石油ガスの取入部は、図１又は図２の形状で ものにあっては、液化石油ガスの取入部は、図１又は図２の形状で

あること。 あること。
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図１ ソケット 図１ ソケット

図２ プラグ 図２ プラグ

２４ 液化石油ガスの取入部が技術的内容の欄の２３の図１及び図２ ２４ 液化石油ガスの取入部が技術的内容の欄の２３の図１及び図２

の形状のものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。 の形状のものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。

（１）プラグ又はソケットの着脱が、円滑かつ確実にできるもので （１）プラグ又はソケットの着脱が、円滑かつ確実にできるもので

あること。 あること。

（２）プラグ又はソケットを接続した状態において、プラグ又はソ （２）プラグ又はソケットを接続した状態において、プラグ又はソ
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ケットに１０ニュートン・センチメートルのねじり力又は１０ ケットに１０ニュートン・センチメートルのねじり力又は１０

０ニュートンの引張力若しくはせん断力がかかったとき、４． ０ニュートンの引張力若しくはせん断力がかかったとき、４．

２キロパスカルの圧力において気密性を有すること。 ２キロパスカルの圧力において気密性を有すること。

（３）プラグ又はソケットを接続した状態において、接続部に１５ （３）プラグ又はソケットを接続した状態において、接続部に１５

０ニュートンの引張力又はせん断力がかかったとき、プラグ又 ０ニュートンの引張力又はせん断力がかかったとき、プラグ又

はソケットが抜けず、かつ、使用上支障がある欠陥を生じない はソケットが抜けず、かつ、使用上支障がある欠陥を生じない

こと。 こと。

２５ 液化石油ガスの取入部がねじにより管と接続されるものにあっ ２５ 液化石油ガスの取入部がねじにより管と接続されるものにあっ

ては、日本工業規格Ｂ０２０３（１９９９）管用テーパねじに定め ては、日本工業規格Ｂ０２０３（１９９９）管用テーパねじに定

る規格に適合するねじを使用すること。 める規格に適合するねじを使用すること。

２６ 液化石油ガスの通る部分は、次に掲げる基準に適合すること。 ２６ 液化石油ガスの通る部分は、次に掲げる基準に適合すること。

（１）液化石油ガスの取入部から器具栓の出口までの部分にあって （１）液化石油ガスの取入部から器具栓の出口までの部分にあって

は、４．２キロパスカルの圧力において器具栓の出口以外の部 は、４．２キロパスカルの圧力において器具栓の出口以外の部

分から液化石油ガスが漏れないこと。 分から液化石油ガスが漏れないこと。

（２）器具栓の出口から炎口までの部分にあっては、通常の使用状 （２）器具栓の出口から炎口までの部分にあっては、通常の使用状

態において、炎口以外の部分から液化石油ガスが漏れないこ 態において、炎口以外の部分から液化石油ガスが漏れないこ

と。 と。

（３）器具栓にあっては、栓を閉じたとき、４．２キロパスカルの （３）器具栓にあっては、栓を閉じたとき、４．２キロパスカルの

圧力における液化石油ガスの漏れ量が毎時７０ミリリットル以 圧力における液化石油ガスの漏れ量が毎時７０ミリリットル以

下であること。 下であること。

（４）器具栓以外の遮断弁にあっては、弁を閉じたとき、４．２キ （４）器具栓以外の遮断弁にあっては、弁を閉じたとき、４．２キ

ロパスカルの圧力における液化石油ガスの漏れ量が毎時５５０ ロパスカルの圧力における液化石油ガスの漏れ量が毎時５５０

ミリリットル以下であること。 ミリリットル以下であること。

２７ 交流電源を使用するものの充電部と非充電金属部との間は、１ ２７ 交流電源を使用するものの充電部と非充電金属部との間は、１

メグオーム以上の絶縁抵抗を有し、かつ、電気回路に異常を生じな メグオーム以上の絶縁抵抗を有し、かつ、電気回路に異常を生じな

いよう、有効な耐電圧性を有すること。 いよう、有効な耐電圧性を有すること。

２７の２ 開放式のものであって電装基板を有するものにあっては、 ２７の２ 開放式のものであって電装基板を有するものにあっては、

当該基板のはんだ部は通常使用時の温度変化に耐えること。 当該基板のはんだ部は通常使用時の温度変化に耐えること。

２８ 移動して使用できるものにあっては、いずれの方向に傾けても ２８ 移動して使用できるものにあっては、いずれの方向に傾けても

２０度以内では倒れず、かつ、附属部品の位置が変化しないこと。 ２０度以内では倒れず、かつ、附属部品の位置が変化しないこと。



- 11 -

２９ 放射方向が変えられるものにあっては、使用中自然に動かない ２９ 放射方向が変えられるものにあっては、使用中自然に動かない

ように放射体を固定できること。 ように放射体を固定できること。

３０ 放射型のものにあっては、放射体に直接人の手が触れることの ３０ 放射型のものにあっては、放射体に直接人の手が触れることの

ない構造であること。 ない構造であること。

３１ 燃焼面が金属網製のものにあっては、燃焼面の掃除が容易にで ３１ 燃焼面が金属網製のものにあっては、燃焼面の掃除が容易にで

きる構造であること。 きる構造であること。

３２ 次の表の装置の欄に掲げる装置は、装置ごとにそれぞれ同表の ３２ 次の表の装置の欄に掲げる装置は、装置ごとにそれぞれ同表の

回数の欄に掲げる回数の反復使用をした後、次に掲げる基準に適合 回数の欄に掲げる回数の反復使用をした後、次に掲げる基準に適合

すること。 すること。

（１）器具栓については、技術的内容の欄の２６（３）に定める基 （１）器具栓については、技術的内容の欄の２６（３）に定める基

準に適合すること。 準に適合すること。

（２）点火装置については、技術的内容の欄の５に定める基準に適 （２）点火装置については、技術的内容の欄の５に定める基準に適

合すること。 合すること。

（３）再点火型立ち消え安全装置以外の立ち消え安全装置について （３）再点火型立ち消え安全装置以外の立ち消え安全装置について

は弁が技術的内容の欄の２６（４）に定める基準に、再点火型 は弁が技術的内容の欄の２６（４）に定める基準に、再点火型

立ち消え安全装置については技術的内容の欄の１２（１）に定 立ち消え安全装置については技術的内容の欄の１２（１）に定

める基準に適合すること。 める基準に適合すること。

（４）器具ガバナーについては、その位置に応じて技術的内容の欄 （４）器具ガバナーについては、その位置に応じて技術的内容の欄

の２６（１）又は（２）に定める基準に適合すること及び反復 の２６（１）又は（２）に定める基準に適合すること及び反復

使用の前後における調整圧力の変化が、試験前の調整圧力の５ 使用の前後における調整圧力の変化が、試験前の調整圧力の５

パーセントに３０パスカルを加えた値以下であること。 パーセントに３０パスカルを加えた値以下であること。

（５）自動消火装置については、弁が技術的内容の欄の２６（４） （５）自動消火装置については、弁が技術的内容の欄の２６（４）

に定める基準に適合すること。 に定める基準に適合すること。

（６）液化石油ガスの取入部については、技術的内容の欄の２４ （６）液化石油ガスの取入部については、技術的内容の欄の２４

（３）に定める基準に適合すること。 （３）に定める基準に適合すること。

（７）不完全燃焼防止機能に係る装置については、技術的内容の欄 （７）不完全燃焼防止機能に係る装置については、技術的内容の欄

の１４（２）イ及びロに定める基準に適合すること。 の１４（２）イ及びロに定める基準に適合すること。

装置 回数 装置 回数
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器具栓 器具栓

自動温度調節器により作動するもの ３０，０００ 自動温度調節器により作動するもの ３０，０００

上記以外のもの ６，０００ 上記以外のもの ６，０００

点火装置 ６，０００ 点火装置 ６，０００

立ち消え安全装置 １，０００ 立ち消え安全装置 １，０００

器具ガバナー ３０，０００ 器具ガバナー ３０，０００

自動消火装置 ３０，０００ 自動消火装置

温度を感知して作動するもの ２，０００ 温度を感知して作動するもの ３０，０００

一定時間の経過により作動するもの 一定時間の経過により作動するもの ２，０００

液化石油ガスの取入部（技術的内容の ６，０００ 液化石油ガスの取入部（技術的内容の ６，０００

欄の２３の図１及び図２の形状のもの 欄の２３の図１及び図２の形状のもの

に限る。） に限る。）

不完全燃焼防止機能に係る装置 １，０００ 不完全燃焼防止機能に係る装置 １，０００

３３ 通常の使用状態において１５時間以上断続的に燃焼させた後、 ３３ 通常の使用状態において１５時間以上断続的に燃焼させた後、

次に掲げる基準に適合すること。 次に掲げる基準に適合すること。

（１）液化石油ガスの通る部分にあっては、技術的内容の欄の２６ （１）液化石油ガスの通る部分にあっては、技術的内容の欄の２６

に定める基準に適合すること。 に定める基準に適合すること。

（２）熱交換部にあっては、使用上支障のある変化がないこと。 （２）熱交換部にあっては、使用上支障のある変化がないこと。

（３）逆火及び燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が技術的内容の欄の１ （３）逆火及び燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が技術的内容の欄の１

８に定める基準に適合すること。 ８に定める基準に適合すること。

３４ 輸送中に加えられ得る振動を加えた後、技術的内容の欄の２６ ３４ 輸送中に加えられ得る振動を加えた後、技術的内容の欄の２６

に定める基準に適合すること。 に定める基準に適合すること。

３５ 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、密閉燃 ３５ 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、密閉燃
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焼式のものにあっては外壁用、チャンバー用、共用給排気筒用等 焼式のものにあっては外壁用、チャンバー用、共用給排気筒用等

の別、屋外式のものにあっては屋外式である旨、液化石油ガス消費 の別、屋外式のものにあっては屋外式である旨、液化石油ガス消費

量（単位キロワット）、液化石油ガス用である旨、定格電圧及び定 量（単位キロワット）、液化石油ガス用である旨、定格電圧及び定

格消費電力（交流電源を使用するものに限る。）、定格周波数（電 格消費電力（交流電源を使用するものに限る。）、定格周波数（電

動機又は変圧器を有するものに限る。）、届出事業者の氏名又は名 動機又は変圧器を有するものに限る。）、届出事業者の氏名又は名

称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並びに適切な箇 称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並びに適切な箇

所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。 所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。

３５の２ 開放式のものにあっては、機器本体の見やすい箇所に容易 ３５の２ 開放式のものにあっては、機器本体の見やすい箇所に容易

に消えない方法で「十分な換気をしないと死亡事故に至るおそれが に消えない方法で「十分な換気をしないと死亡事故に至るおそれが

ある。」旨の警告が、原則として赤系色の２０ポイント以上の大き ある。」旨の警告が、原則として赤系色の２０ポイント以上の大き

さの文字で表示されていること。 さの文字で表示されていること。

３６ 開放式のもののうち容器が組み込まれる構造のもの（以下「組 ３６ 開放式のもののうち容器が組み込まれる構造のもの（以下「組

込型ストーブ」という。）にあっては、技術的内容の欄の１、３、 込型ストーブ」という。）にあっては、技術的内容の欄の１、３、

１１（２）、１２、１３、１５、１６、１７、１９、２０、２１、 １１（２）、１２、１３、１５、１６、１７、１９、２０、２１、

２２、２３、２４、２５、２６（１）、２６（３）、２６（４）、 ２２、２３、２４、２５、２６（１）、２６（３）、２６（４）、

２７、２９、３２、３３、３４、３５及び３７を除く各項に適合す ２７、２９、３２（１）、３２（３）、３２（４）、３２（５）、

るほか、次の（１）から（１９）までに適合すること。 ３２（６）、３２（７）、３３、３４及び３５を除く各項に適合す

るほか、次の（１）から（１９）までに適合すること。

（１）ノズルホルダーからバーナーまでの液化石油ガスの通る部分 （１）ノズルホルダーからバーナーまでの液化石油ガスの通る部分

にあっては、温度５００度、液化石油ガスの取入部からノズル にあっては、温度５００度、液化石油ガスの取入部からノズル

ホルダーの入口までの液化石油ガスの通る部分（パッキン ホルダーの入口までの液化石油ガスの通る部分（パッキン

類、シール材、器具ガバナーのダイヤフラムその他の気密保持 類、シール材、器具ガバナーのダイヤフラムその他の気密保持

部材を除く。）及び器具栓にあっては温度３５０度において溶 部材を除く。）及び器具栓にあっては温度３５０度において溶

融しないこと。 融しないこと。

（２）器具栓を閉じた後、４秒以内にすべての炎口の火が消えるこ （２）器具栓を閉じた後、４秒以内にすべての炎口の火が消えるこ

と。 と。

（３）次に掲げる基準に適合する構造であること。 （３）次に掲げる基準に適合する構造であること。

イ 燃焼器と容器とは、容器を容器バルブの軸方向に移動しなけ イ 燃焼器と容器とは、容器を容器バルブの軸方向に移動しなけ

れば接合できないこと。 れば接合できないこと。

ロ 容器と燃焼器との接合に直接スプリングを使用するものでな ロ 容器と燃焼器との接合に直接スプリングを使用するものでな
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いこと。 いこと。

ハ 容器と燃焼器との接合部から器具ガバナーまでの間の液化石 ハ 容器と燃焼器との接合部から器具ガバナーまでの間の液化石

油ガスの通る部分（以下「高圧部」という。）の中の圧力が 油ガスの通る部分（以下「高圧部」という。）の中の圧力が

０．４メガパスカル以上０．６メガパスカル以下の圧力になっ ０．４メガパスカル以上０．６メガパスカル以下の圧力になっ

たときに液化石油ガスの供給が停止されること及び液化石油ガ たときに液化石油ガスの供給が停止されること及び液化石油ガ

スの供給が停止された後に高圧部の中の圧力が変化したときに スの供給が停止された後に高圧部の中の圧力が変化したときに

自動的に液化石油ガスの供給がなされないこと。 自動的に液化石油ガスの供給がなされないこと。

ニ 容器が組み込まれる部分に液化石油ガスが滞溜しないこと。 ニ 容器が組み込まれる部分に液化石油ガスが滞溜しないこと。

（４）器具ガバナーを有すること。 （４）器具ガバナーを有すること。

（５）容器と器具ガバナーとの間の液化石油ガスの通る部分及び器 （５）容器と器具ガバナーとの間の液化石油ガスの通る部分及び器

具ガバナーの高圧側は、１．３メガパスカル以上の圧力におい 具ガバナーの高圧側は、１．３メガパスカル以上の圧力におい

て、液化石油ガス漏れ又は使用上支障のある変形がないこと。 て、液化石油ガス漏れ又は使用上支障のある変形がないこと。

（６）通常の使用状態において、予備の容器が入らない構造である （６）通常の使用状態において、予備の容器が入らない構造である

こと。 こと。

（７）器具栓を閉じた後、容器を取り外した場合において燃焼器か （７）器具栓を閉じた後、容器を取り外した場合において燃焼器か

ら液化石油ガスが放出される構造の組込型ストーブにあって ら液化石油ガスが放出される構造の組込型ストーブにあっては

は、その放出される液化石油ガスがたまる部分の内容積（器具 、その放出される液化石油ガスがたまる部分の内容積（器具

栓から炎口までの部分を除く。）が１立方センチメートル以下 栓から炎口までの部分を除く。）が１立方センチメートル以下

であること。 であること。

（８）通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超 （８）通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超

えないこと。 えないこと。

イ 次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあっては、試験室 イ 次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあっては、試験室

の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度 の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度

測定箇所 温度 測定箇所 温度

（単位 度） （単位 度）

乾電池の表面 ２０ 乾電池の表面 ２０

つまみ類 金属の部分 ２５ つまみ類 金属の部分 ２５
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その他の部分 ３５ その他の部分 ３５

手の触れるおそれのある部分（つまみ類 １０５ 手の触れるおそれのある部分（つまみ類 １０５

を除く。）の表面 を除く。）の表面

機器の下面、背面及び側面に面した木壁 ６５ 機器の下面、背面及び側面に面した木壁 ６５

の表面 の表面

ロ 器具栓、液化石油ガスの通る部分に使用される弁の表面、点 ロ 器具栓、液化石油ガスの通る部分に使用される弁の表面、点

火ユニットの表面にあっては試験室の温度に５０度を加えた温 火ユニットの表面にあっては試験室の温度に５０度を加えた温

度、器具ガバナーの表面にあっては試験室の温度に３５度を加 度、器具ガバナーの表面にあっては試験室の温度に３５度を加

えた温度。ただし、次の基準に適合する場合は、これらの温度 えた温度。ただし、次の基準に適合する場合は、これらの温度

を超えることを妨げない。 を超えることを妨げない。

（イ）器具栓及び液化石油ガスの通る部分に使用される弁につい （イ）器具栓及び液化石油ガスの通る部分に使用される弁につい

ては、日本工業規格Ｓ２１４７（２００９）カセットこんろ ては、日本工業規格Ｓ２１４７（２００９）カセットこんろ

の６．１４機能部品の耐熱試験の６．１４．１器具栓に定め の６．１４機能部品の耐熱試験の６．１４．１器具栓に定め

る規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障が る規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障が

なく、かつ、（１０）に定める基準に適合すること。 なく、かつ、（１０）に定める基準に適合すること。

（ロ）点火ユニットについては、日本工業規格Ｓ２１４７（２０ （ロ）点火ユニットについては、日本工業規格Ｓ２１４７（２０

０９）カセットこんろの６．１４機能部品の耐熱試験の６． ０９）カセットこんろの６．１４機能部品の耐熱試験の６．

１４．２点火ユニットに定める規格に適合する方法により試 １４．２点火ユニットに定める規格に適合する方法により試

験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術的内容の欄の５ 験を行い、変形及び変色がなく、かつ、カートリッジガスこ

に定める基準に適合すること。 んろの項の技術的内容の欄の５に定める基準に適合するこ

と。

（ハ）器具ガバナーについては、日本工業規格Ｓ２１４７（２０ （ハ）器具ガバナーについては、日本工業規格Ｓ２１４７（２０

０９）カセットこんろの６．１４機能部品の耐熱試験の６． ０９）カセットこんろの６．１４機能部品の耐熱試験の６．

１４．３器具ガバナに定める規格に適合する方法により試験 １４．３器具ガバナに定める規格に適合する方法により試験

を行い、耐熱試験の前後における調整圧力の変化が試験前の を行い、耐熱試験の前後における調整圧力の変化が試験前の

調整圧力の８パーセント以下であること。 調整圧力の８パーセント以下であること。
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（９）容器内の圧力は０．４メガパスカルを超えないこと。 （９）容器内の圧力は０．４メガパスカルを超えないこと。

（１０）液化石油ガスの通る部分は、次に掲げる圧力において気密 （１０）液化石油ガスの通る部分は、次に掲げる圧力において気密

性を有すること。容器と燃焼器との接合部から器具ガバナー 性を有すること。容器と燃焼器との接合部から器具ガバナー

の高圧側の部分については０．９メガパスカル、器具ガバナ の高圧側の部分については０．９メガパスカル、器具ガバナ

ーの低圧側から炎口までの部分については常用の圧力 ーの低圧側から炎口までの部分については常用の圧力

（１１）容器と燃焼器又は硬質管以外の管との接合部の気密性能 （１１）容器と燃焼器又は硬質管以外の管との接合部の気密性能

は、０．９メガパスカルの圧力で行う気密試験に耐えるもの は、０．９メガパスカルの圧力で行う気密試験に耐えるもの

であること。ただし、燃焼器に接合されている容器が燃焼器 であること。ただし、燃焼器に接合されている容器が燃焼器

から外れる構造の安全装置を有するものにあっては、安全装 から外れる構造の安全装置を有するものにあっては、安全装

置が作動するまでの圧力とする。 置が作動するまでの圧力とする。

（１２）通常の使用状態において、容器から取り出す液化石油ガス （１２）通常の使用状態において、容器から取り出す液化石油ガス

は、気体の状態であること。 は、気体の状態であること。

（１３）次の表の装置の欄に掲げる装置は、装置ごとにそれぞれ同 （１３）次の表の装置の欄に掲げる装置は、装置ごとにそれぞれ同

表の回数の欄に掲げる回数の反復使用した後、次に掲げる基 表の回数の欄に掲げる回数の反復使用した後、次に掲げる基

準に適合すること。 準に適合すること。

イ 器具栓については、（１０）に定める基準に適合すること。 イ 器具栓については、（１０）に定める基準に適合すること。

ロ 点火装置については、技術的内容の欄の５に定める基準に適 ロ 点火装置については、技術的内容の欄の５に定める基準に適

合すること。 合すること。

ハ 圧力安全装置については、液化石油ガス漏れがないこと及び ハ 圧力安全装置については、液化石油ガス漏れがないこと及び

（３）ハに定める基準に適合すること。 （３）ハに定める基準に適合すること。

ニ 器具ガバナーについては、その位置に応じて（１０）及び ニ 器具ガバナーについては、その位置に応じて（１０）及び

（１１）に定める基準に適合すること。 （１１）に定める基準に適合すること。

ホ 容器と燃焼器との接合部については、（１１）に定める基準 ホ 容器と燃焼器との接合部については、（１１）に定める基準

に適合すること。 に適合すること。

ヘ 立ち消え安全装置については弁が（１０）に定める基準に適 ヘ 立ち消え安全装置については弁が（１０）に定める基準に適

合すること。 合すること。

装置 回数 装置 回数

器具栓 ６，０００ 器具栓 ６，０００
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点火装置 ６，０００ 点火装置 ６，０００

安全装置 １，０００ 安全装置 １，０００

器具ガバナー ３０，０００ 器具ガバナー ３０，０００

容器と燃焼器との接合部 ６，０００ 容器と燃焼器との接合部 ６，０００

立ち消え安全装置 １，０００ 立ち消え安全装置 １，０００

（１４）通常の使用状態において１５時間以上断続的に燃焼させた （１４）通常の使用状態において１５時間以上断続的に燃焼させた

後、次に掲げる基準に適合すること。 後、次に掲げる基準に適合すること。

イ 液化石油ガスの通る部分にあっては、（１０）及び（１１） イ 液化石油ガスの通る部分にあっては、（１０）及び（１１）

に定める基準に適合すること。 に定める基準に適合すること。

ロ 逆火及び燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が技術的内容の欄の１ ロ 逆火及び燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が技術的内容の欄の１

８に定める基準に適合すること。 ８に定める基準に適合すること。

（１５）使用中又は輸送中に加えられ得る衝撃及び振動を加えた後 （１５）使用中又は輸送中に加えられ得る衝撃及び振動を加えた後

、技術的内容の欄の１８、３６（１０）及び３６（１１）に 、技術的内容の欄の１８、３６（１０）及び（１１）に定め

定める基準に適合し、かつ、使用上支障のある欠陥がないこ る基準に適合し、かつ、使用上支障のある欠陥がないこと。

と。

（１６）燃焼器と容器とは、容器の位置が適正でない場合には接合 （１６）燃焼器と容器とは、容器の位置が適正でない場合には接合

ができないこと。 ができないこと。

（１７）バーナーの空気口は、一次空気口のほか一次空気口の近く （１７）バーナーの空気口は、一次空気口のほか一次空気口の近く

にごみなどによる目詰まりが生じないようにするための補助空 にごみなどによる目詰まりが生じないようにするための補助空

気口を２カ所有すること。 気口を２カ所有すること。

（１８）器具栓が開いた状態で容器を接合しても、ガスが漏れない （１８）器具栓が開いた状態で容器を接合しても、ガスが漏れない

こと。 こと。

（１９）機器本体の見やすい箇所に型式、液化石油ガス消費量（単 （１９）機器本体の見やすい箇所に型式、液化石油ガス消費量（単

位 キロワット）、定格電圧及び定格消費電力（交流電源を使 位 キロワット）、定格電圧及び定格消費電力（交流電源を使
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用するものに限る。）、使用すべき容器の名称、定格周波数 用するものに限る。）、使用すべき容器の名称、定格周波数

（電動機又は変圧器を有するものに限る。）、届出事業者の氏 （電動機又は変圧器を有するものに限る。）、届出事業者の氏

名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並 名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並

びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されている びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されている

こと。 こと。

３７ 屋外式のもののうち適用除外ガス用容器を使用する構造のもの

（以下「屋外式カートリッジガスストーブ」という。）にあって

は、技術的内容の欄の１、５、９、１０、１１、１２、１３、１

４、１５、１６、１７、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２

５、２６（１）、２６（３）、２６（４）、２７、２７の２、２

８、３２、３３、３４、３５、３５の２及び３６を除く各項に適合

するほか、次の（１）から（２３）までに適合すること。

（１）ノズルホルダーからバーナーまでの液化石油ガスの通る部分

にあっては、温度５００度、液化石油ガスの取入部からノズル

ホルダーの入口までの液化石油ガスの通る部分（パッキン類、

シール材、器具ガバナーのダイヤフラムその他の気密保持部材

及び液化石油ガスを充填した容器と燃焼器とを硬質管以外の管

によって接合する構造の屋外式カートリッジガスストーブ（以

下「分離型屋外式カートリッジガスストーブ」という。）に使

用される当該硬質管以外の管を除く。技術的内容の欄の２にお

いて同じ。）及び器具栓にあっては温度３５０度において溶融

しないこと。

（２）乾電池又は圧電素子を用いて点火を行うものにあっては、通

常の点火操作を１０回繰り返したとき８回以上点火し、かつ、

連続して点火しないことがないこと。

（３）器具栓を閉じた後、４秒以内にすべての炎口の火が消えるこ

と。

（４）液化石油ガスを充填した容器が組み込まれる構造の屋外式カ

ートリッジガスストーブ（以下「組込型屋外式カートリッジガ

スストーブ」という。）にあっては、次に掲げる基準に適合す
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る構造であること。

イ 燃焼器と容器とは、容器を容器バルブの軸方向に移動しなけ

れば接合できないこと。

ロ 器具栓が閉じた状態でなければ容器と燃焼器とを接合するこ

とができないこと。又は、器具栓が開いた状態で容器を接合し

ても、ガスが漏れないこと。

ハ 容器と燃焼器との接合に直接スプリングを使用するものでな

いこと。

ニ 高圧部の中の圧力が ０．４メガパスカル以上０．６メガパ

スカル以下の圧力になったときに液化石油ガスの供給が停止さ

れること及び液化石油ガスの供給が停止された後に高圧部の中

の圧力が変化したときに自動的に液化石油ガスの供給がなされ

ないこと。ただし、容器の温度が上がることのない構造のもの

にあっては、この限りでない。

ホ 容器が組み込まれる部分に液化石油ガスが滞溜しないこと。

（５）分離型屋外式カートリッジガスストーブの容器と硬質管以外

の管との接合部及び硬質管以外の管と燃焼器との接合部は、３

０ニュートンの引張試験に耐えるものであること。

（６）硬質管以外の管（管の両端に附属する継手金具を含む。)で

あって容器と接合するものにあっては、耐圧試験及び引張試験

に耐え、かつ、液化石油ガスに侵されないものであること。

（７）いずれの方向に傾けても次に掲げる角度以内では倒れず、か

つ、附属部品の位置が変化しないこと。

イ 組込型屋外式カートリッジガスストーブは２０度

ロ 分離型屋外式カートリッジガスストーブ及び容器が燃焼器に

直接取り付けられる構造のもの（組込型屋外式カートリッジガ

スストーブを除く。以下「直結型屋外式カートリッジガススト

ーブ」という。）は１０度

（８）器具ガバナー又は減圧機構を有すること。

（９）容器と器具ガバナー又は減圧機構との間の液化石油ガスの通
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る部分及び器具ガバナー又は減圧機構の高圧側は、１．３メガ

パスカル以上の圧力において、液化石油ガス漏れ又は使用上支

障のある変形がないこと。

（１０）通常の使用状態において、予備の容器が入らない構造であ

ること。

（１１）器具栓を閉じた後、容器を取り外した場合において燃焼器

から液化石油ガスが放出される構造の屋外式カートリッジガス

ストーブにあっては、その放出される液化石油ガスがたまる部

分の内容積（器具栓から炎口までの部分を除く。）が１立方セ

ンチメートル以下であること。

（１２）通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を

超えないこと。

イ 次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあっては、試験室

の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度

測定箇所 温度（単位 度）

乾電池の表面 ２０

つまみ類 金属の部分 ２５

その他の部分 ３５

手の触れるおそれのある部分（つまみ

類を除く。）の表面 １０５

機器の下面、背面及び側面に面した

木壁の表面 ６５

ロ 器具栓、液化石油ガスの通る部分に使用される弁の表面、点
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火ユニットの表面にあっては試験室の温度に５０度を加えた温

度、器具ガバナーの表面にあっては試験室の温度に３５度を加

えた温度。ただし、次の基準に適合する場合は、これらの温度

を超えることを妨げない。

（イ）器具栓及び液化石油ガスの通る部分に使用される弁につい

ては、日本工業規格Ｓ２１４７（２００９）カセットこんろ

の６．１４機能部品の耐熱試験の６．１４．１器具栓に定め

る規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障が

なく、かつ（１５）に定める基準に適合すること。

（ロ）点火ユニットについては、日本工業規格Ｓ２１４７（２０

０９）カセットこんろの６．１４機能部品の耐熱試験の６．

１４．２点火ユニットに定める規格に適合する方法により試

験を行い、変形及び変色がなく、（２）に定める基準に適合

すること。

（ハ）器具ガバナーについては、日本工業規格Ｓ２１４７（２０

０９）カセットこんろの６．１４機能部品の耐熱試験の６．

１４．３器具ガバナに定める規格に適合する方法により試験

を行い、耐熱試験の前後における調整圧力の変化が試験前の

調整圧力の８パーセント以下であること。

（１３）容器内の圧力は０．４メガパスカルを超えないこと。

（１４）通常の使用状態において、給気部及び排気部に風速２．５

メートル毎秒以下の風を受けたとき、消火、逆火又は炎のあふ

れがないこと。

（１５）液化石油ガスの通る部分は、次に掲げる圧力において気密

性を有すること。

イ 組込型屋外式カートリッジガスストーブ及び直結型屋外式

カートリッジガスストーブの場合

容器と燃焼器との接合部から器具ガバナーの高圧側又は器具

栓までの部分については０．９メガパスカル、器具ガバナーの

低圧側又は器具栓から炎口までの部分については常用の圧力
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ロ 分離型屋外式カートリッジガスストーブの場合

容器と硬質管以外の管との接合部から器具ガバナーの高圧側

又は器具栓までの部分については０．９メガパスカル、器具ガ

バナーの低圧側又は器具栓から炎口までの部分については常用

の圧力

（１６）容器と燃焼器又は硬質管以外の管との接合部の気密性能

は、０．９メガパスカルの圧力で行う気密試験に耐えるもので

あること。ただし、燃焼器に接合されている容器が燃焼器から

外れる構造の安全装置を有するものにあっては、安全装置が作

動するまでの圧力とする。

（１７）通常の使用状態において、容器から取り出す液化石油ガス

は気体の状態であること。ただし、燃焼器本体が液化石油ガス

を気化する機能を有するものにあってはこの限りでない。

（１８）次の表の装置の欄に掲げる装置は、装置ごとにそれぞれ同

表の回数の欄に掲げる回数の反復使用した後、次に掲げる基準

に適合すること。

イ 器具栓については、（１５）に定める基準に適合すること。

ロ 点火装置については、（２）に定める基準に適合すること。

ハ 圧力安全装置については、液化石油ガス漏れがないこと及び

（４）ニに定める基準に適合すること。

ニ 器具ガバナーについては、その位置に応じて（１５）及び

（１６）に定める基準に適合すること。

ホ 組込型屋外式カートリッジガスストーブの容器と燃焼器との

接合部については、（１６）に定める基準に適合すること。

装置 回数

器具栓 ６，０００

点火装置 ６，０００
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安全装置 １，０００

器具ガバナー ３０，０００

組込型屋外式カートリッジガスストー ６，０００

ブの容器と燃焼器との接合部

（１９）通常の使用状態において１５時間以上断続的に燃焼させた

後、次に掲げる基準に適合すること。

イ 液化石油ガスの通る部分にあっては、（１５）及び（１６)

に定める基準に適合すること。

ロ 逆火及び燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が技術的内容の欄の１

８に定める基準に適合すること。

（２０）使用中又は輸送中に加えられ得る衝撃及び振動を加えた

後、技術的内容の欄の１８、３７（１５）及び３７（１６）に

定める基準に適合し、かつ、使用上支障のある欠陥がないこ

と。

（２１）組込型屋外式カートリッジガスストーブの燃焼器と容器と

は、容器の位置が適正でない場合には接合ができないこと。

（２２）機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で「屋内や

テント内、車内で使用すると死亡事故に至るおそれがある。」

旨の警告が、原則として赤系色の２０ポイント以上の大きさの

文字で表示されていること。

（２３）機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で「雨の中

では使用しない。」及び「風などにより炎のあふれや消火など

が発生した場合は直ちに使用を中止する。」旨の注意事項並び

に誤使用しないことに関する事項が表示されていること。

（２４）機器本体の見やすい箇所に型式、屋外式である旨、液化石

油ガス消費量（単位 キロワット）、使用すべき容器の名称、
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届出事業者の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示さ

れていること並びに燃焼器又は容器の見やすい箇所に使用上の

注意に関する事項が表示されていること。

ガス漏れ警報器 （略） ガス漏れ警報器 （略）

低圧ホース （略） 低圧ホース （略）

対震遮断器 （略） 対震遮断器 （略）

（備考） （備考）

省令（別表第３）に係る適合性の確認に際して使用する試験ガスについては、この運 省令（別表第３）に係る適合性の確認に際して使用する試験ガスについては、この運

用に特段の定めをしているものを除き、原則として、日本工業規格Ｓ２０９３（２０１ 用に特段の定めをしているものを除き、原則として、日本工業規格Ｓ２０９３（２０１

０）家庭用ガス燃焼機器の試験方法の５試験ガスに定める規格に適合するガスによるこ ０）家庭用ガス燃焼機器の試験方法の５試験ガスに定める規格に適合するガスによるこ

ととする。 ととする。

［カートリッジガスこんろ］（略） ［カートリッジガスこんろ］（略）

［半密閉式瞬間湯沸器］（略） ［半密閉式瞬間湯沸器］（略）

［半密閉式バーナー付ふろがま］（略） ［半密閉式バーナー付ふろがま］（略）

［ふろがま］（略） ［ふろがま］（略）

［ふろバーナー］（略） ［ふろバーナー］（略）

［半密閉式ストーブ］（略） ［半密閉式ストーブ］（略）

［ガス栓］（略） ［ガス栓］（略）

［調整器］（略） ［調整器］（略）

［一般ガスこんろ］（略） ［一般ガスこんろ］（略）

［開放式若しくは密閉式又は屋外式瞬間湯沸器］（略） ［開放式若しくは密閉式又は屋外式瞬間湯沸器］（略）

［高圧ホース］（略） ［高圧ホース］（略）

［密閉式又は屋外式バーナー付ふろがま］（略） ［密閉式又は屋外式バーナー付ふろがま］（略）

［開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブ］ ［開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブ］
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２について ２について

「表面」とは、液化石油ガスの通る部分（バーナー及びノズル以外の部分に限 「表面」とは、液化石油ガスの通る部分（バーナー及びノズル以外の部分に限

る。）、器具栓、屋外式のもの及び密閉式のもののケーシング並びに密閉式のものの る。）、器具栓、屋外式のもの及び密閉式のもののケーシング並びに密閉式のものの

給排気部にあっては外面を、排ガスの通る部分にあっては内面を、バーナー、ノズ 給排気部にあっては外面を、排ガスの通る部分にあっては内面を、バーナー、ノズ

ル、熱交換部及び空気調節器にあっては内面及び外面をいう。 ル、熱交換部及び空気調節器にあっては内面及び外面をいう。

３について ３について

「衝撃に耐える」とは、日本工業規格Ｓ２０９３（２０１０）家庭用ガス燃焼機器 「衝撃に耐える」とは、日本工業規格Ｓ２０９３（２０１０）家庭用ガス燃焼機器

の試験方法の表１９材料試験中４鋼球衝撃試験を行ったとき、ほうろうの剥離が生じ の試験方法の表１９材料試験中４鋼球衝撃試験を行ったとき、ほうろうの剥離が生じ

ないことをいう。 ないことをいう。

４について ４について

「液化石油ガスに侵されない」とは、日本工業規格Ｓ２０９２（２０１０）家庭用 「液化石油ガスに侵されない」とは、日本工業規格Ｓ２０９２（２０１０）家庭用

ガス燃焼機器の構造通則の５．２材料一般ｂ）に適合していることをいう。 ガス燃焼機器の構造通則の５．２材料一般ｂ）に適合していることをいう。

５について ５について

「通常の点火操作」とは、日本工業規格Ｓ２０９３（２０１０）家庭用ガス燃焼機 「通常の点火操作」とは、日本工業規格Ｓ２０９３（２０１０）家庭用ガス燃焼機

器の試験方法の表１３電気点火性能試験中３試験方法ｃ）の操作をいう。 器の試験方法の表１３電気点火性能試験中３試験方法ｃ）の操作をいう。

６について ６について

「爆発的に点火しない」とは、点火したときの炎がケーシング外にあふれ出ないこ 「爆発的に点火しない」とは、点火したときの炎がケーシング外にあふれ出ないこ

と及び点火したときに発する騒音が８５デシベルを超えないことをいう。 と及び点火したときに発する騒音が８５デシベルを超えないことをいう。

７について ７について

「電極部に常時黄炎が触れない」とは、日本工業規格Ｓ２０９３（２０１０）家庭 「電極部に常時黄炎が触れない」とは、日本工業規格Ｓ２０９３（２０１０）家庭

用ガス燃焼機器の試験方法の表１０の試験条件とし、１５分間燃焼したとき、電極部 用ガス燃焼機器の試験方法の表１０の試験条件とし、１５分間燃焼したとき、電極部

に黄炎が１分間に３０秒以上連続して触れていないことをいう。 に黄炎が１分間に３０秒以上連続して触れていないことをいう。

８について ８について

（１）「確実に着火」とは、５回行って５回とも着火することとする。 （１）「確実に着火」とは、５回行って５回とも着火することとする。

（２）「爆発的に着火しない」とは、着火したとき炎がケーシング外にあふれ出ない （２）「爆発的に着火しない」とは、着火したとき炎がケーシング外にあふれ出ない

こと及び着火時に発する騒音が８５デシベルを超えないことをいう。 こと及び着火時に発する騒音が８５デシベルを超えないことをいう。

１０について １０について

「炎の検出部が機能しなかったとき」とは、熱電対式のものにあっては起電力が起 「炎の検出部が機能しなかったとき」とは、熱電対式のものにあっては起電力が起

きない状態、膨張式のものにあってはその膨張機構が弁を操作しない状態、フレーム きない状態、膨張式のものにあってはその膨張機構が弁を操作しない状態、フレーム

ロッド式のものにあっては電流が流れない状態及び電極部が短絡した状態、光電式の ロッド式のものにあっては電流が流れない状態及び電極部が短絡した状態、光電式の



- 26 -

ものにあっては電流が流れない状態をいう。 ものにあっては電流が流れない状態をいう。

１１について １１について

「爆発的に点火しない」とは、点火したときの炎がケーシング外にあふれ出ないこ 「爆発的に点火しない」とは、点火したときの炎がケーシング外にあふれ出ないこ

と及び点火したときに発する騒音が８５デシベルを超えないことをいう。 と及び点火したときに発する騒音が８５デシベルを超えないことをいう。

１２について １２について

「爆発的に再点火しない」とは、バーナーを消火したときに再びパイロットバーナ 「爆発的に再点火しない」とは、バーナーを消火したときに再びパイロットバーナ

ー等に点火し、かつ、ケーシング外に炎があふれないこと及び再点火時に発する騒音 ー等に点火し、かつ、ケーシング外に炎があふれないこと及び再点火時に発する騒音

が８５デシベルを超えないことをいう。 が８５デシベルを超えないことをいう。

１３について １３について

「再び通電したとき、バーナーへの液化石油ガスの通路が自動的に開かないこと又 「再び通電したとき、バーナーへの液化石油ガスの通路が自動的に開かないこと又

はパイロットバーナー等に再び自動的に点火する」とは、バーナーに点火した後に電 はパイロットバーナー等に再び自動的に点火する」とは、バーナーに点火した後に電

源回路を開いたときバーナーへの液化石油ガスの通路が閉じ、１．５分以内に再び電 源回路を開いたときバーナーへの液化石油ガスの通路が閉じ、１．５分以内に再び電

源回路を閉じたときバーナーへの液化石油ガスの通路が自動的に開かないこと又はパ 源回路を閉じたときバーナーへの液化石油ガスの通路が自動的に開かないこと又はパ

イロットバーナー等に再び自動的に点火することをいう。 イロットバーナー等に再び自動的に点火することをいう。

１５について １５について

「気密性を有する」とは、日本工業規格Ｓ２１２２（２０１０）家庭用ガス暖房機 「気密性を有する」とは、日本工業規格Ｓ２１２２（２０１０）家庭用ガス暖房機

器の表３性能及び試験方法中の気密構成部の気密（密閉式に適用）の性能を満たすこ 器の表３性能及び試験方法中の気密構成部の気密（密閉式に適用）の性能を満たすこ

とをいう。 とをいう。

１８について １８について

（１）リフティングがないこととは、点火１５秒後において、炎口から離れる炎がノ （１）リフティングがないこととは、点火１５秒後において、炎口から離れる炎がノ

ズルに対応したバーナーごとに１／３を超えないことをいう。 ズルに対応したバーナーごとに１／３を超えないことをいう。

（２）消火がないこととは、点火１５秒後において、ノズルに対応したバーナーごと （２）消火がないこととは、点火１５秒後において、ノズルに対応したバーナーごと

に炎が消滅することがないことをいう。 に炎が消滅することがないことをいう。

（３）逆火がないこととは、点火して３０分経過するまでの間炎がバーナー内部で燃 （３）逆火がないこととは、点火して３０分経過するまでの間炎がバーナー内部で燃

焼している状態にならないこと及び逆火による消火がないことをいう。 焼している状態にならないこと及び逆火による消火がないことをいう。

（４）黄炎の熱交換部への接触がないこととは、点火して３０分経過するまでの間黄 （４）黄炎の熱交換部への接触がないこととは、点火して３０分経過するまでの間黄

炎が熱交換部に接触する状態が任意の１分間のうち３０秒以下であることをい 炎が熱交換部に接触する状態が任意の１分間のうち３０秒以下であることをい

う。 う。

（５）すすの発生がないこととは、点火して３０分経過するまでの間（ただし点火時 （５）すすの発生がないこととは、点火して３０分経過するまでの間（ただし点火時

を除く。）熱交換部にすすが付着しないことをいう。 を除く。）熱交換部にすすが付着しないことをいう。
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２２について ２２について

（１）「各部の温度」の測定は、日本工業規格Ｓ２１２２（２０１０）家庭用ガス暖 （１）「各部の温度」の測定は、日本工業規格Ｓ２１２２（２０１０）家庭用ガス暖

房機器の表３性能及び試験方法中の平常時温度上昇に定める方法により行うこと 房機器の表３性能及び試験方法中の平常時温度上昇に定める方法により行うこと

とする。 とする。

（２）「木壁」とは、日本工業規格Ｓ２０９３（２０１０）家庭用ガス燃焼機器の試 （２）「木壁」とは、日本工業規格Ｓ２０９３（２０１０）家庭用ガス燃焼機器の試

験方法の図３木台及び木壁表面温度測定装置における木壁をいう。 験方法の図３木台及び木壁表面温度測定装置における木壁をいう。

２３について ２３について

図１における「φ３．１±０．１」は、プラグの弁を押すための棒の最大外接円の 図１における「φ３．１±０．１」は、プラグの弁を押すための棒の最大外接円の

径を示し、当該棒がプラグの弁に接触する面から１ミリメートル以内の部分とする。 径を示し、当該棒がプラグの弁に接触する面から１ミリメートル以内の部分とする。

２７について ２７について

「有効な耐電圧性を有する」とは、日本工業規格Ｓ２０９３（２０１０）家庭用ガ 「有効な耐電圧性を有する」とは、日本工業規格Ｓ２０９３（２０１０）家庭用ガ

ス燃焼機器の試験方法の表２０電気関係試験中２耐電圧試験に定める方法により試験 ス燃焼機器の試験方法の表２０電気関係試験中２耐電圧試験に定める方法により試験

を行ったとき、電気回路に異常のないことが確認できることをいう。 を行ったとき、電気回路に異常のないことが確認できることをいう。

２７の２について ２７の２について

「通常使用時の温度変化に耐える」とは、日本工業規格Ｓ２１２２（２０１０）家 「通常使用時の温度変化に耐える」とは、日本工業規格Ｓ２１２２（２０１０）家

庭用ガス暖房機器の表３性能及び試験方法中の電気部（電子制御装置をもつものに適 庭用ガス暖房機器の表３性能及び試験方法中の電気部（電子制御装置をもつものに適

用）のはんだの耐久性の性能を満たすことをいう。 用）のはんだの耐久性の性能を満たすことをいう。

３０について ３０について

「放射体に直接人の手が触れることのない構造」とは、放射体の前面の投影部分に 「放射体に直接人の手が触れることのない構造」とは、放射体の前面の投影部分に

直径７０ミリメートルの球が入らないようにガード等が設けられていることをいう。 直径７０ミリメートルの球が入らないようにガード等が設けられていることをいう。

３３について ３３について

「１５時間以上断続的に燃焼」とは、例えば、３分間燃焼し３分間休止する操作を 「１５時間以上断続的に燃焼」とは、例えば、３分間燃焼し３分間休止する操作を

１回として、これを１５０回以上繰り返すことなどをいう。 １回として、これを１５０回以上繰り返すことなどをいう。

３４について ３４について

「輸送中に加えられ得る振動」については、日本工業規格Ｓ２０９３（２０１０） 「輸送中に加えられ得る振動」については、日本工業規格Ｓ２０９３（２０１０）

家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表１８構造試験中１振動試験により行うこととす 家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表１８構造試験中１振動試験により行うこととす

る。 る。

３５について ３５について

（１）「型式」は、届出事業者が自社の製品の型式の区分を明確にするために定める （１）「型式」は、届出事業者が自社の製品の型式の区分を明確にするために定める

略号で表示してもよい。 略号で表示してもよい。
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（２）「製造年月」は、西暦によるものとし、製造年は下２桁でもよい。 （２）「製造年月」は、西暦によるものとし、製造年は下２桁でもよい。

（３）「製造番号」は、個々の製品を区別するための一連番号であることを原則とす （３）「製造番号」は、個々の製品を区別するための一連番号であることを原則とす

る。ただし、各製品の製造状況等を明らかにできるような管理がなされている場 る。ただし、各製品の製造状況等を明らかにできるような管理がなされている場

合には、ロット番号としてもよい。 合には、ロット番号としてもよい。

（４）「使用上の注意に関する事項」については、少なくとも次に掲げる事項を表示 （４）「使用上の注意に関する事項」については、少なくとも次に掲げる事項を表示

するものとし、説明内容は平易であって、かつ、できるだけ簡潔なものとするこ するものとし、説明内容は平易であって、かつ、できるだけ簡潔なものとするこ

と。 と。

イ 使用すべきガスに関する事項 イ 使用すべきガスに関する事項

ロ 点火、消火等器具の操作に関する事項 ロ 点火、消火等器具の操作に関する事項

ハ 換気に関する事項（開放式に限る。） ハ 換気に関する事項（開放式に限る。）

ニ 点検、掃除に関する事項 ニ 点検、掃除に関する事項

３６（８）について ３６（８）について

（１）「各部の温度」の測定は、日本工業規格Ｓ２１２２（２０１０）家庭用ガス暖 （１）「各部の温度」の測定は、日本工業規格Ｓ２１２２（２０１０）家庭用ガス暖

房機器の表３性能及び試験方法中の平常時温度上昇に定める方法により行うこと 房機器の表３性能及び試験方法中の平常時温度上昇に定める方法により行うこと

とする。 とする。

（２）「木壁」とは、日本工業規格Ｓ２０９３（２０１０）家庭用ガス燃焼機器の試 （２）「木壁」とは、日本工業規格Ｓ２０９３（２０１０）家庭用ガス燃焼機器の試

験方法の図３木台及び木壁表面温度測定装置における木壁をいう。 験方法の図３木台及び木壁表面温度測定装置における木壁をいう。

３６（１４）について ３６（１４）について

「１５時間以上断続的に燃焼」とは、例えば、３分間燃焼し３分間休止する操作を 「１５時間以上断続的に燃焼」とは、例えば、３分間燃焼し３分間休止する操作を

１回として、これを１５０回以上繰り返すことなどをいう。 １回として、これを１５０回以上繰り返すことなどをいう。

３６（１５）について ３６（１５）について

「使用中又は輸送中に加えられ得る衝撃及び振動」については、日本工業規格Ｓ２ 「使用中又は輸送中に加えられ得る衝撃及び振動」については、日本工業規格Ｓ２

１４７（２００９）カセットこんろの６．２．３振動及び落下試験により確認するこ １４７（２００９）カセットこんろの６．２．３振動及び落下試験により確認するこ

ととする。 ととする。

３６（１９）について ３６（１９）について

（１）「型式」は、届出事業者が自社の製品の型式の区分を明確にするために定める （１）「型式」は、届出事業者が自社の製品の型式の区分を明確にするために定める

略号で表示してもよい。 略号で表示してもよい。

（２）「製造年月」は、西暦によるものとし、製造年は下２桁でもよい。 （２）「製造年月」は、西暦によるものとし、製造年は下２桁でもよい。

（３）「製造番号」は、個々の製品を区別するための一連番号であることを原則とす （３）「製造番号」は、個々の製品を区別するための一連番号であることを原則とす

る。ただし、各製品の製造状況等を明らかにできるような管理がなされている場 る。ただし、各製品の製造状況等を明らかにできるような管理がなされている場
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合には、ロット番号としてもよい。 合には、ロット番号としてもよい。

（４）「使用上の注意に関する事項」については、少なくとも次に掲げる事項を表示 （４）「使用上の注意に関する事項」については、少なくとも次に掲げる事項を表示

するものとし、説明内容は平易であって、かつ、できるだけ簡潔なものとするこ するものとし、説明内容は平易であって、かつ、できるだけ簡潔なものとするこ

と。 と。

イ 使用すべきガスに関する事項 イ 使用すべきガスに関する事項

ロ 点火、消火等器具の操作に関する事項 ロ 点火、消火等器具の操作に関する事項

ハ 換気に関する事項 ハ 換気に関する事項

ニ 点検、掃除に関する事項 ニ 点検、掃除に関する事項

３７（２）について

「通常の点火操作」とは、日本工業規格Ｓ２０９３（２０１０）家庭用ガス燃焼機器

の試験方法の表１３電気点火性能試験中３試験方法ｃ）の操作をいう。

３７（４）について

（１）ロの規定は、容器収納庫周囲の見やすい箇所に容易に消えない方法で「容器を

装着する前に器具栓が閉じていることを確認する」旨の注意事項が表示されてい

るものにあっては、平成３３年５月３１日までは適用しない。

（２）ニの「容器の温度が上がることのない構造」とは、機器の一面が常に開放され

た状態で機器に装着した容器の全体が見える構造のものをいう。

３７（１２）について

（１）「各部の温度」の測定は、日本工業規格Ｓ２１２２（２０１０）家庭用ガス暖

房機器の表３性能及び試験方法中の平常時温度上昇に定める方法により行うこと

とする。

（２）「木壁」とは、日本工業規格Ｓ２０９３（２０１０）家庭用ガス燃焼機器の試

験方法の図３木台及び木壁表面温度測定装置における木壁をいう。

３７（１９）について

「１５時間以上断続的に燃焼」とは、例えば、３分間燃焼し３分間休止する操作を１

回として、これを１５０回以上繰り返すことなどをいう。

３７（２０）について

「使用中又は輸送中に加えられ得る衝撃及び振動」については、日本工業規格Ｓ２

１４７（２００９）カセットこんろの６．２．３振動及び落下試験により確認するこ

ととする。



- 30 -

３７（２４）について

（１）「型式」は、届出事業者が自社の製品の型式の区分を明確にするために定める

略号で表示してもよい。

（２）「製造年月」は、西暦によるものとし、製造年は下２桁でもよい。

（３）「製造番号」は、個々の製品を区別するための一連番号であることを原則とす

る。ただし、各製品の製造状況等を明らかにできるような管理がなされている場

合には、ロット番号としてもよい。

（４）「使用上の注意に関する事項」は、燃焼器の見やすい箇所に表示することを原

則とするが、燃焼器の表示箇所が小さくて燃焼器に表示することが極めて困難な

場合に限って、容器の見やすい箇所に表示してもよいこととする。

なお、表示事項は、少なくとも次に掲げる事項を表示するものとし、説明内容

は平易であって、かつ、できるだけ簡潔なものとすること。

イ 点火、消火等器具の操作に関する事項

ロ 点検、掃除に関する事項

［ガス漏れ警報器］（略） ［ガス漏れ警報器］（略）

［低圧ホース］（略） ［低圧ホース］（略）

［対震遮断器］（略） ［対震遮断器］（略）


